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１．収支状況① ～事故頻度～

１号保険の経過年数別の事故頻度は上昇傾向にある。
特に「８年～９年未満」は高い値を示しており、「９年～１０年未満」はまだデータが存在しない。
経過年度別の事故頻度は、引受年度毎にバラつきがある。

（上表は国土交通省にて作成）
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１．収支状況② ～平均損害額～

１号保険の平均損害額は約１５０万円。

（上表は国土交通省にて作成）
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２．保険料の水準・構成① （第2回検討会資料より抜粋。一部追記）

検査料
（約26,000円）付加保険料

（約25,000円）
純保険料
（約23,000円）

保険料

保険料等（約74,000円）

（内訳）

損保再保険料

約19,000円
再保険プール保険料

約3,000円
故意重過失再保険料

約1,000円

（内訳）

保険募集・申込・保険金支払等に

係る事務費用等

約21,000円
紛争処理負担金

約4,000円
保険協会負担金

60円

（内訳）

現場検査員の講習・登録や現場検

査の実施、検査結果の審査・管理

等に係る費用

約26,000円

※保険料等の算定は、通常コース、戸建120㎡、保険金額2,000万円、保険期間10年、割引なしのもの（所定の条件を満たす場合、純保険料又は付
加保険料の割引を実施。）。
※所定の条件を満たす場合、保険の検査の一部を他の検査で代えることにより、検査料の低減が可能。
※各保険法人により区分が異なるため、上記の内訳は、必ずしも各保険法人において規定する区分と一致しない。
※再保険プール保険料は、121億円を限度に1事故4億円を超える保険金支払に過去の実績をもとに将来の予測を踏まえて設定される。

（１） 新築 1号保険
保険料等は各保険法人が設定し、国土交通大臣が認可。
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２．保険料の水準・構成② （第2回検討会資料より抜粋）

検査料
（約21,000円）付加保険料

（約19,000円）
純保険料
（約21,000円）

保険料

保険料等（約61,000円）

（内訳）

損保再保険料

約20,000円
故意重過失再保険料 約1,000円

（内訳）

保険募集・申込・保険金支払等に

係る事務費用等

約19,000円
保険協会負担金 60円

（内訳）

現場検査員の講習・登録や現場検

査の実施、検査結果の審査・管理

等に係る費用

約21,000円

（２） 既存 ２号保険

※保険料等の算定は、通常コース、戸建120㎡、保険金額1,000万円、保険期間5年、割引なしのもの（所定の条件を満たす場合、純保険料又は付
加保険料の割引を実施。）。
※所定の条件を満たす場合、保険の検査の一部を他の検査で代えることにより、検査料の低減が可能。
※各保険法人により区分が異なるため、上記の内訳は、必ずしも各保険法人において規定する区分と一致しない。

保険料等は各保険法人が設定し、国土交通大臣が認可。



5

３．再保険プールの概要①

再保険

損保会社における再保険プール等の仕組みにより、巨大事故（新築の共同住宅の大規模事故や
戸建住宅の多数棟にまたがる事故等）による多額の保険金の支払いにも対応する仕組みを設け
ている。
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３．再保険プールの概要②

再保険プールの
対象

各損保で保有

○再保険を引き受けた損保会社は、一連の事
故による損害が４億円を超過する部分を超過損
害プール（再保険プールの一種）に出再する。

＜１連の事故による損害額＞

４億円以下の部分

４億円超１２５億円
以下の部分

（例）

ある保険法人に、一連の事故で１００億円の
損害が発生

４億円⇒再保険引受会社の負担
９６億円⇒超過損害プールの支払対象

（プール参加会社で分担して負担）

損保会社は、各社間のリスクを平準化するとともに、キャパシティの最大化を図るため、超過損害
プールを設けている。

２．（１）の場合、損保保険料 約23,000円のうち、約 3,000円がプール再保険料となる。



４．保険料検証の考え方
〇 保険料の見直しは累積損害に基づいて行うが、現存するいずれの契約においても10年累積の損害が確定して
いない。

〇 そのため、下図のとおり既経過部分の累積損害から、合理的かつ妥当な手法で将来の損害を推計し、それをもと
に保険料を見直すことを検討する。

○ 将来の損害を推計するにあたっては、消費増税、物価上昇、人件費上昇、既発生未報告事故および最終年度の
駆込請求等を考慮する必要がある。

○ なお、現在支払が生じていないものの、巨額損害の発生に備えたファンドについても加味する。

※ これらの要素による変動幅は、経過年数に応じて累乗的に広がっていくため、一定期間ごとに見直しをしていく
ことが考えられる。

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

経過年数

引受
年度

推計

実績損害

予測損害

■経過年数ごとの累積損害

保険期間満
了時の累積
損害に基づ
いて保険料
を検証

保険料の見
直し検討に
あたっては、
将来引受契
約の類型損
害を推計す
る。
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５．予測で考慮すべき要素① ～建築費～
〇建設工事費デフレーター（2011年度基準）における「住宅建築」の工事費の指数推移を表したもの。
〇建設工事費デフレーターには、「毎月勤労統計賃金指数（厚生労働省）」、「消費者物価指数（総務省
統計局）」、 「企業物価指数（日本銀行）」、「企業向けサービス価格指数（日本銀行）」の４つの公的
指数が採用されている。
〇制度開始後9年間で住宅建築費は上昇傾向にある。
〇住宅建築費の上昇は、平均修補費用の上昇に直結する。
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５．予測で考慮すべき要素② ～巨額損害～
〇過去、住宅瑕疵担保責任保険の対象物件で巨額損害が発生したケースはないが、下表のとおり、
近年マンションで大規模な施工不良が発覚した事案が報道されている。

〇これらの事例では、各事業者が自己資金で修補対応を行ったと推察されるが、事業者が保険に加入
していたと仮定した場合、支払われる保険金はいずれも損保保有限度額４億円を超えるものとなって
いる。

〇下表は近年報道された事案の一例だが、他の事例も調査し、今後巨額損害による保険金支払が
生じる可能性も踏まえた上で、将来の損害を推計する。

近年不良施工が報道されたマンションの事例

No 名称 所在地 発覚時期 竣工 戸数（戸）
想定損害（注）
（億円）

1 マンションA 名古屋市 2016年3月 2003年 128 15

2 マンションB 横浜市 2015年10月 2006年11月 705 125

3 マンションC 横浜市 2014年6月 2003年1月 262 52

4 マンションD 川崎市 2012年1月 1997年3月 72 14

出典：各報道から抜粋
（注）各ケースにおいて保険加入があったものと仮定したうえで、被害戸数を報道内容から推定し、１戸あたりの支払限度額を
　　　2000万円、１事故あたり支払限度額を125億円とした場合の数値。

9



10

６．保険料設定の考え方

保険制度には、民間の損害保険を活用。損害保険会社では、制度の継続的かつ安定
的な運営を実現するために、収支のバランスの維持に特段の配慮を行っている。特に
、保険収支を予測する基礎データが十分に蓄積されるまでの間は、制度破綻すること
がないよう、経費の節減合理化に務めつつ、ある程度余裕を持った制度設計を行うこ
ともやむを得ないと考えられる。ただし、保険料は、究極的には、広く新築住宅の購入
者が拠出していることから、過大な負担を求めるのは適当でないと思われる。

頻繁な保険料変動は、住宅の購入者・保険法人・住宅事業者の負担になりうるので、
保険料水準の安定性を確保するのが妥当と考えられる。

10年間の瑕疵担保責任期間が満了しておらず、瑕疵の事案や保険金の支払結果等
に係るデータが十分に得られていないため、現時点で事故発生率の高低、保険料等
の水準等の評価を確定的に行うことは難しい。

今後、保険料水準の検証に必要なデータの蓄積を進め、保険事故の発生状況等を注
視しながら、適正な保険料水準への見直しに関する検討を行っていく必要があると考
えられる。
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７．まとめ

１号保険については、現時点では、収支状況は良好である。

各保険法人による引受前検査レベルの向上（事業者への講習の強化、技術情報の提
供等）の効果が、この収支状況に貢献していると考えられる。

１号保険の引受実績数は、年間平均３０万棟と一定程度のデータが積みあがっている
が、データが存在しない経過年度もある。また期間を経るほど実績データが少ない。

（１） 現状

（２） 今後の検討

2019年10月に制度発足初年度引受の保証期間10年が満了する。初年度契約の実
績を踏まえて、以下の要素を考慮しつつ、保険料の見直しを実施するのは妥当と考え
る。

① 保証期間10年満了となった実績は制度発足初年度のみであるというデータの信頼性
② 今後の経済環境（消費増税、建築費上昇等）を踏まえた予測損害

③ 保険事故には至っていないが過去発生している大口シリーズロス（巨額損害）の発生可能
性（保険と供託は任意選択制であることを考慮）

④ 保険運営の安定性確保（保険料水準の短期的な乱高下の回避等）

⑤ 収支状況に課題がある２号保険も含めた保険運営の安定性確保


